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６
月 

 

日
に
食
中
毒
注
意
報
を
発
令
！  

北
九
州
市
で
は
、
６
月
１
日
以
降
に
高
温
多
湿

の
日
が
続
い
た
と
き
に
「
食
中
毒
注
意
報
」
を
発

令
し
、
注
意
を
呼
び
か
け
て
い
ま
す
。
夏
場
は
、

細
菌
性
食
中
毒
が
発
生
し
や
す
い
時
期
で
す
の

で
、
食
品
の
温
度
管
理
等
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。 

【
発
令
基
準
】 

 

北
九
州
観
測
局
で
観
測
さ
れ
た
午
前
10
時
の

気
象
デ
ー
タ
に
お
い
て
、
気
温
25
℃
以
上
、
湿

度
７０
％
以
上
の
日
が
２
日
間
連
続
し
た
と
き 

【
発
令
期
間
】 

令
和
元
年
６
月
2１
日
～
９
月
末
日 

 

 

  

ち
な
み
に
、
過
去
３
年
間
の
発
令
日
は
、
左
の

と
お
り
で
す
。
今
年
は
例
年
と
同
程
度
で
し
た
。 

 

平
成
28
年 

６
月
13
日 

平
成
29
年 

 

６
月
27
日 

平
成
30
年 

７
月
2
日 

  

昨
年
度
の
発
令
期
間
中
に
北
九
州
市
内
で
発

生
し
た
食
中
毒
は
、
ウ
ェ
ル
シ
ュ
菌
、
カ
ン
ピ
ロ

バ
ク
タ
ー
と
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
の
３
件
で
し
た
。 

 

ウ
ェ
ル
シ
ュ
菌
と
カ
ン
ピ
ロ
バ
ク
タ
ー
は
、
細

菌
性
食
中
毒
と
言
わ
れ
、
こ
れ
か
ら
の
時
期
に
特

に
注
意
が
必
要
で
す
。 

 

☆
細
菌
性
食
中
毒
を
防
ぐ
に
は
、
以
下
の
「
食
中

毒
予
防
三
原
則
」
が
基
本
で
す
。 

①
食
中
毒
菌
を
つ
け
な
い 

・
新
鮮
な
食
材
を
購
入
し
ま
し
ょ
う
。 

・
調
理
前
に
は
し
っ
か
り
手
を
洗
い
ま
し
ょ
う
。 

・
下
処
理
用
、
調
理
済
み
用
等
で
調
理
器
具
の
使

い
分
け
を
し
ま
し
ょ
う
。 

 

②
食
中
毒
菌
を
増
や
さ
な
い 

・
食
材
購
入
後
は
速
や
か
に
冷
蔵
庫
で
保
存
し
ま

し
ょ
う
。 

・
冷
蔵
庫
の
詰
め
す
ぎ
は
、
冷
気
を
遮
断
し
ま
す

の
で
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。 

・
菌
の
増
え
る
時
間
を
与
え
な
い
た
め
調
理
後
は

す
ぐ
に
食
べ
ま
し
ょ
う
。 

 

③
食
中
毒
菌
を
や
っ
つ
け
る 

・
食
材
の
中
心
温
度
が
75
℃
、
１
分
間
の
加
熱

で
ほ
ぼ
死
滅
し
ま
す
。 

（
二
枚
貝
等
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
汚
染
の
お
そ
れ
の

あ
る
食
品
の
場
合
は
85
～
90
℃
で
90
秒
間
以

上
。） 

・
火
の
通
り
に
く
い
食
材
は
加
熱
時
間
に
気
を
つ

け
て
食
材
の
中
心
部
ま
で
十
分
加
熱
し
て
く
だ

さ
い
。 

・
生
で
食
べ
る
も
の
は
可
能
な
限
り
洗
浄
し
ま
し

ょ
う
。 

食
品
表
示
の
ポ
イ
ン
ト 

今
回
は
、
表
示
責
任
者
と
製
造
所
（
加
工
所
）
に

つ
い
て
説
明
し
ま
す
。 

☆
表
示
責
任
者
に
つ
い
て 

表
示
責
任
者
と
は
、
表
示
内
容
に
責
任
を
有
す

る
者
の
こ
と
で
す
。
表
示
に
つ
い
て
消
費
者
等
か

ら
の
問
合
わ
せ
が
あ
っ
た
場
合
に
回
答
を
し
た

り
、
表
示
に
誤
り
が
あ
っ
た
場
合
に
適
切
な
対
応

を
と
る
立
場
に
な
り
ま
す
。 

基
本
的
に
は
、
「
製
造
者
」
、
「
加
工
者
」
、
「
輸

入
者
」
が
表
示
責
任
者
と
な
り
、
「
氏
名
又
は
名

称
」
と
「
住
所
」
を
表
示
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。 

「
販
売
者
」
が
表
示
責
任
者
と
な
る
こ
と
も
可

能
で
す
。 

 

☆
製
造
所
又
は
加
工
所
に
つ
い
て 

表
示
責
任
者
と
は
別
に
、
項
目
名
と
し
て
「
製

造
所
」
、「
加
工
所
」
を
表
示
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。
製
造
や
加
工
が
お
こ
な
わ
れ
た
「
所
在
地
」

と
「
氏
名
又
は
名
称
」
を
表
示
し
ま
す
。 

表
示
責
任
者
と
同
一
で
あ
る
場
合
は
、
省
略
を

し
て
表
示
責
任
者
の
み
表
示
す
る
方
式
が
一
般

的
で
す
。 

             

                         

     

 編
集
後
記 

 

７
月
に
入
り
ま
し
た
。
も
う
す
ぐ
夏
休
み
の
時

期
で
す
ね
。 

今
月
の
写
真
は
、「
マ
ナ
マ
コ
」
で
す
。 

例１ 表示責任者＝製造者の場合 

製造者 A 株式会社 

北九州市〇〇〇区〇〇〇 

 

※ 表示責任者＝製造者だが、製造所の

所在地が問合わせ等に応答できる住

所と異なる場合 

製造者 A 株式会社 

北九州市〇〇〇区〇〇〇 

製造所 北九州市△△区△△△ 

例２ 表示責任者＝加工者の場合 

加工者 B 株式会社 

北九州市〇〇〇区〇〇〇 

 

※ 表示責任者＝加工者だが、加工所の

所在地が問合わせ等に応答できる住

所と異なる場合 

加工者 B 株式会社 

北九州市〇〇〇区〇〇〇 

加工所 北九州市△△区△△△ 

 

例３ 販売者が製造者（加工者）に代わ

って表示責任者となる場合 

販売者 C 株式会社 

北九州市〇〇〇区〇〇〇 

製造所 D 株式会社 

北九州市△△区△△△ 

 

例４ 表示責任者＝輸入者の場合 

輸入者 E 株式会社 

北九州市〇〇〇区〇〇〇 

２１ 


